


【国保】 
 

F-206 抗インフルエンザウイルス薬（インフルエンザ菌感染症） 

 

《令和 6 年 12 月 4 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、インフルエンザ菌感染症に対するタミフル等の抗ウイルス

薬の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 インフルエンザ菌感染症は細菌感染症であるため、タミフル等の抗ウイ

ルス薬は適応外であり算定は認められないと整理した。 

 


